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５月１２日、台風６号の接近により朝

から空は重い雲に覆われていました。午

前１０時を過ぎたころから風が強く吹

いてきました。弱い雨が昼から降り始め

ました。 

この台風は四国沖で温帯低気圧に変

わり、大台町では風雨に関する注意報の

発令もなく済むことができました。 

 領内での雨量は降り始めからが４９

ミリで時間最大雨量は午後６～７時の

１０ミリでした。午後９時過ぎに雨は

上がり、翌朝はまぶしい青空が広がっ

ていました。 

 １２日は宮川小学校１～３年生の遠

足で領内地域総合センターより領内神

社まで歩くこととなっていました。私

たちも心待ちにしていたのですが中止

となってしまいました。 

 
 これからの台風シーズンをむかえ、

今年は「多いかも」との話も聞きまし

た。 

教訓を忘れることなく一人ひとりが

万全の備えを講じましょう。 

 

ミツバツツジ 

４-５月頃に咲く紅紫色の花が美

しい。花が終わってから葉が出てく

る。枝先に三枚の葉がつくことから

この名がついた。（領内地内） 

 

 

季節外れの台風接近 
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「衣替え」 

 ゴールデンウィークが終わり、夏の日差しが強くなり夏本番です。 

これから衣替えの季節です。 

 四季があり、季節によって天気や温度が変化する日本では、季節ごとに衣類や

持ち物を替えてきました。 

特に夏冬の季節の変わり目に衣類を改めることを「衣替え」といいます。 

６月１日と１０月１日が「衣替え」の日となっています。 

これには、古くからの風習や歴史が関わっています。 

■  衣替えの由来 

中国の宮廷で、旧暦４月１日と１０月１日に夏服と冬服 

を入れ替えたことから始まった習慣です。  

日本へは、平安時代頃に伝わり、室町時代から江戸時代 

にかけて四季に合わせ、式服を替える習慣が定着しました。 

■  季節と着物 

 日本の文化である和服は、衣替えのしきたりが今も重要視されています。 

 着物には袷（あわせ）単衣（ひとえ）薄物（うすもの）があり、着る期間がき

められています。 

一番長く着られる袷で、１０月から５月末までです。６月は単衣、７・８月の

暑い時期には薄物、９月には単衣に戻り、１０月からは袷の季節になります。 

 そういった四季折々にあった、美しい文化が日本にはあります。 

■  衣類の手入れ「虫干し」 

 昔から衣類の手入れとして「虫干し」が行われてきました。天気の良い空気の

乾いた日に陰干しをして、衣類につく虫やカビを防ぎます。 

■  衣替えは衣類の総点検のチャンス 

 最近は冷暖房が整い、１年中快適に過ごすことができ、特に「衣替え」を行わ

ない人も増えているそうです。 

 でも、単純に夏服と冬服の入れ替え作業ではありません。快適に暮らしていく

ために、衣類をチェックするのに良いタイミングです。 

  

「衣替え」で気持ちも新鮮に切り替えられると 

良いですね。 

                   

 

 
～衣替え|暮らしの歳時記から～ 
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軽自動車税の減免制度について 

 障がい者本人・家族・介護者運転に対して減免措置があります。 

軽自動車税の減免は、障がい者等１人について１台までとなります。 

○申告期限 平成２７年５月２６日（火）期限が過ぎると減免できなくなります。 

○申告場所 大台町役場税務課・領内出張所 

○申告に必要なもの  

 ① 軽自動車税減免申請書 

 ② 身体障害者手帳等 

③ 印鑑（認印で可） 

④ 運転免許証（両面のコピーで可） 

⑤ 車検証（コピーで可） 

以上が必要です。 

 

 軽自動車税納付期限 

  平成２７年６月１日（月曜日）までに納付してください。 

 

 

平成２７年 春の全国交通安全運動が実施されます。 

 運動実施期間 

･･･平成２７年５月１１日（月）～２０日（水） 

交通事故死ゼロを目指す日 

    ･･･平成２７年５月２０日（水） 

運動基本テーマ 

    ･･･子どもと高齢者の交通事故防止 

運動の重点 

    ･･･自転車の安全利用の推進 

      シートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底 

      飲酒運転の根絶          （三重県公式ウエブサイトより） 

                        

 

緑のカーテン用 ゴーヤ・アサガオの苗を無料配布します！ 

  松阪市・明和町・多気町・大台町・玉城町・大紀町の１市５町で組織する 

「持ってこに！マイバック（レジ袋有料化）検討会」では、レジ袋削減収益金 

を活用し緑のカーテンを推進していきます。 

今年も町民の皆様に苗を無料配布します。 

領内出張所での配布は 

日時 平成 27 年５月 27 日（水）９：００～１０：３０ 

★配布方法：先着順です。（お持ち帰り用の袋・箱のご用意ください。） 

★領内出張所配布株→アサガオ２０株、ゴーヤ４０株 

一人３株（アサガオ１株、ゴーヤ２株）までです。 
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あとがき 

五月晴れ、山々に緑が輝いています。 

新茶の季節、５月２日が八十八夜。５月６日「立夏」 

この日から立秋の前日までが夏です。 

「夏がきたよ」そんな気持ちの良い季節がやってきまし 

た。外に出て楽しめる季節到来ですね。 

テレビで２００匹の鯉のぼり、熊野の七里御浜の海岸で （熊野七里御浜の鯉のぼり） 

優雅に泳いでいました。梅雨まで少し間、五月晴れを楽しみましょう。（木下） 

「絵手紙教室」 

 お友達や、家族への手紙に絵という 

思いを添えて届けてみませんか？ 

 毎月 1回絵手紙愛好家が集り教室を 

開催します。 

始めての方もぜひご参加ください。 

道具がない方は、お貸しできます。 

日 時 ６月２日（火） 

     午後１時３０分～３時まで 

場 所 領内地域総合センター 

     電話 ７７－２００１ 

 

 

今月はこれまでの作品を「春夏秋冬」でまとめてみました。 

 

「めずらしい山野草」 

 領内地内に浦島草・雪餅草が顔を見せてくれました。 

浦島草･･･長い付属体が浦島太郎の釣り糸に見たて名前がついた。（写真左） 

雪餅草…花序の付属体が雪のように 

やわらかい餅のように見えたことか              雪餅草 

らこの名がついた。（写真右） 

（山渓ハンディ図鑑より） 
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